
外国企業が直接的または間接的にドイツ企業の議決権に当たる資本を25％以上取得
する場合

軍事・セキュリティーなど特定分野
AWV §60-§62

それ以外の重要インフラ分野など
AWV §55-§59

全てのドイツ国外企業による買収が対象 EU/EFTA域外の企業による買収が対象

買収人にBMWiへの報告・承認を受ける義務

※ 買収契約締結前

買収の承認 買収の否認

3カ月

審査に
至らない
場合は
承認

BMWiが詳細な審査の必要性
を認識し、審査を開始する場合、

追加資料などを要求し、審査を
開始。

審査期間：3カ月（追加資料受
領後）

買収人にBMWiへの報告義務・承認を受ける義務
※ 基本的に買収契約締結後。一方、買収先の法人形態および出資比

率によって、実務上買収前に報告が必要になる場合もある

買収の承認 買収の否認

3カ月*

審査に
至らない
場合は
承認

BMWiが詳細な審査の必要性
を認識し、審査を開始する場合、

追加資料などを要求し、審査を
開始。

審査期間：4ヵ月（追加資料受
領後）

買収契約の締結

Non-Objection Certificate申請
買収を通知/ BMWiが買収契

約の事実を「認知」
（N-OC申請しない場合）

審査に
至らない
場合は
承認

2カ月

（出所）BMWi資料

審査対象以外の案件

報告対象外

重要インフラ分野対象外
と判断されるなどの理由
で買収者から報告をされ
なかった場合でも、BMWi
は買収を認識した時点か
ら3カ月間、買収の可否に

ついての審査を開始でき
る。（最大5年間さかの

ぼっての審査実施が可
能）

審査対象か否か
判断が難しい
場合

* BMWiが買収契約の事実を「認知」をしてから3カ月間。

最大5年間さかのぼっての審査実施が可能。

図 外国企業によるドイツ企業の買収手続き
ジェトロ「通商弘報」添付資料
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